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お申込みの場合は切り取らずに送信して下さい。 

（公社）幡多法人会 宛（ FAX 0880-34-6897 ）          申込期限 平成２９年８月１０日（木） 

「税制改正研修会」申込書 

 

 

所在地 

 

会社名 

 業種  

電話    

FAX  

受講者 

氏 名 
1  2  3  

※ご記入いただいた個人情報につきましては、講座開催に係る受講者の確認や受講者名簿の作成等のために使用いたします。 

また、当会からの各種情報提供のために使用する場合がございます。それ以外の目的で利用することは一切ございません。 

公益社団法人幡多法人会 税制改正研修会のご案内 

【講 師】 中嶋 司（なかじま つかさ）税理士 

中嶋会計事務所 所長  

(株)Ｐ.Ｄ.Ｃ.Ａ.マネジメント 代表取締役 

 

◇（公社）高知法人会 税制委員会 副委員長や、 

高知商工会議所 監事、税制委員 などを務められる。 

 

[日  時]  平成２９年８月２１日（月） 午後１時３０分～午後３時 

[場  所]  中村商工会館３F（ 四万十市中村小姓町46 ℡０８８０-３４-４３３３ ） 

               ※車は商工会館と土予銀行跡地（ローソン天神橋店近く）に止められますが、 

駐車できる台数が少ないので乗り合わせ等でお越し下さい。 

[参 加 料]   無 料  

[申込方法]    参加ご希望の方は、下記申込書をFAXで送信いただくか、 

郵便にて幡多法人会事務局までお申し込みください。 

＜申込先＞    （公社）幡多法人会 事務局  ℡ 0880-34-6896 

787-0029  四万十市中村小姓町 46  中村商工会館 2F 

電話 : ０８８０－３４－６８９６  ＦＡＸ :０８８０－３４－６８９７  

「テーマ」   ①平成２９年度税制改正について 

②期 末 に で き る 節 税 対 策 


